
　日野市の主要歳入科目解説

法定普通税 市 民 税 個人市民税 均等割

（地方税法第５条第２項） 所得割 所得割

退職所得

法人市民税 均等割

　　法人税割

固 定 資 産 税 土地

家屋

普通税 償却資産 （事業に用いられる土地・家屋以外の資産）

＊国有資産等所在市町村交付金

　　①国・地方公共団体が所有する固定資産については現行法上は、固定資産税が課せられない。

　　②実質的には固定資産税と同じだが、関係法律により税と異なる取扱がされているので予算の上

　　　でも（目）で区分される。　

軽 自 動 車 税 ＊納付金→平成１５年１１月改正（１６年度分の納付金から適用、１９年度に廃止）

市 た ば こ 税 　　日本郵政公社の設立に伴い、その公共性、事業内容から固定資産税が非課税とされる本来事業

　資産（局舎等）について、固定資産税相当額の1/２を市町村に納付する。

　（平成15年度から課税停止）

法定外普通税 （日野市は該当なし→ｅｘ．「砂利採取税」「別荘等所有税」など　〔全国市区町村で6件（H25.7月現在）〕

法定目的税 入 湯 税

（地方税法第５条第４～６項） 都 市 計 画 税 土地

家屋

目的税

法定外目的税 （日野市は該当なし→ｅｘ．「遊猟税」「環境協力税」など　〔全国市区町村で7件（H25.7月現在）〕

地方税の税率 標準税率・・・課税する場合、標準となる税率でこれを上回ることも下回ることも可能。上回る税率で課税することを「超過課税」というが上限である「制限税率」が定められるものがある。下回る課税については

　　　　　　　　税法上の制限はないが、財政的に余裕ありと考えられ、地方債の発行について一定の制限がある。

→市町村民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税

制限税率・・・標準税率の定めのある税目について、超過課税が可能であるが、大半の税目は上限の率（制限税率）が定められている。制限税率は標準税率と組み合わせて定められているのが一般だが、例

　　　　　　　　外として『都市計画税』がある。都市計画税は標準税率の定めがなく、制限税率（０．３％）だけが定められているのでこの制限税率の範囲内で任意の税率で課税できる。

→市町村民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税、都市計画税

一定税率・・・課税する場合は必ず一定の税率によらなければならない。→市町村たばこ税、特別土地保有税

任意税率・・・税法上、税率について定めがなく、すべて地方公共団体の判断に任せられる。受益に見合った税率を設定することが適当と考えられた。→国民健康保険税

１．市税

特 別 土 地 保 有 税

国 民 健 康 保 険 税
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２．地方譲与税 ①本来、地方に属すべき税源を形式上国税として徴収し、これを国が地方に譲与するもの。 〔参考〕

②地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、地方法人特別譲与税の６種。 ・道路財源使途調査（毎年９月報告、都建設局→市）

③航空燃料譲与税は目的財源。そのほかは一般財源である。 ・交通安全対策特別交付金充当実績調（毎年６月報告、総務省→都→市）

（平成20年度まで） ＊譲与税及び各種交付金（交付税を除く）については毎年度、予算編成期（１２月から１月）中

道 路 財 源 自動車重量譲与税 　に東京都からの見込通知がある。

↓ 地方揮発油譲与税

（平成21年度から） 自動車取得税交付金 ＊譲与税・交付金等の算出基礎となる人口・従業員数は、直近の国勢調査・事業所企業統計調査による確定数値。

一 般 財 源 （人口→平成22年国勢調査　180,052人、従業者数→平成21年経済センサス基礎調査　62,632人）

交通安全対策特別交付金

　（１）所得譲与税 ①Ｈ１６創設（３月所得譲与税法案成立）⇒平成18年度末で廃止。

②三位一体改革の一環としての税源移譲。平成１８年度までに所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施するの間の

　暫定措置として、１６年度において所得税の一部を使途を限定しない一般財源として地方へ譲与する。

③税源移譲額は人口を基準として都道府県及び市町村へ移譲。

④交付時期→３・９月

〔参考〕 １８年度の所得譲与税 ①国庫補助負担金改革（ⅰ税源移譲に結びつく改革額　３兆１，１７６億円、ⅱスリム化の改革　９，８８６億円、ⅲ交付金化の改革　７，９４３億円）

②税源移譲に結びつく改革額３兆１，１７６億円に対する、１８年度税源移譲額　３兆　９４億円（改革額に対する移譲率９６．５％）

③都道府県：市町村の配分率→概ね７：３⇒都道府県　２兆１，７９４億円（７２．４％）、市町村　８，３００億円（２７．６％）

④市町村への配分方式⇒ⅰ　４，４６３．６億円（５３．８％）については、１７年度の所得譲与実績額、ⅱ　３，８３６．４億円（４６．２％）については、１７年度の市町村民税

　所得割の納税義務者数と課税総所得額を使って算出した各団体ごとの税源移譲見込額で按分した額⇒東京都市町村課交付税係で試算した数値を各市に通知。

　（２）自動車重量譲与税

①Ｓ４６創設。

②自動車の重量に応じて課税される自動車重量税の収入額の407／1000が区市町村に譲与され、道路延長と面積により按分譲与される。

③自動車重量譲与税法第１条。市町村道路財源強化を目的。平成21年度より使途制限なし。

④交付時期→６・１１・３月

　（３）地方揮発油譲与税

①Ｓ３０創設。Ｈ２１年度より地方道路譲与税から名称変更、あわせて使途制限なし。

②地方揮発油税の収入額の４２／１００が区市町村に譲与され、道路延長と面積により按分譲与される。

③地方道路譲与税法第１条。

④交付時期→６・１１・３月

①Ｓ６３創設。

②利子等の支払、または、その取扱いする者（金融機関等）の営業所等で、都道府県内に所在するものを通じて利子等の支払いを受ける者に対して5％を課税し、

　都道府県は収入額から徴税費相当額（1％）を控除後の金額の一定割合（3/5）を市町村に交付。

③地方税法第７１条の２６。

④交付時期→８・１２・３月

＊平成１２～１３年度は、バブル期（平成２～３年）の高金利時代（Ｈ２、郵貯定額預金金利６．３％）

　の定期預金の満期到来により大幅な増となったが、平成１４年度より平年化。

①Ｈ１６.１月施行。

②都道府県内に住所を有する個人で、一定の上場株式等について配当等の支払を受ける者に対し、５％（Ｈ１６．1/１～２５．12/31の間は３％）を課税し、

　都道府県は収入額から徴税費相当額（1％）を控除後の金額の一定割合（3/5）を市町村に交付。

①Ｈ１６.１月施行。

　　 ②都道府県内に住所を有する個人で、源泉徴収口座における株式等譲渡所得又は源泉徴収口座における信用取引の差金決済の差益の支払を受ける者に対し５％（Ｈ１６．1/１～２５．12/31の間は３％）を課税し、

　都道府県は収入額から徴税費相当額（1％）を控除後の金額の一定割合（3/5）を市町村に交付。

＊３～５の交付基準額　＝　日野市の都民税収入決定額　/　全都民税合計額の３年平均値

３．利子割交付金

４．配当割交付金

５．株式等譲渡所得割交付金

－２－
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①Ｈ９創設。消費税率が３％から５％に引き上げられたことに伴い新設。

②５％のうち、１％が地方消費税であり、このうち１/２が区市町村に交付される。交付にあたっては、１/２が人口、１/２が従業者数により按分して交付される。

③消費税８％引き上げ時は１．７％、１０％引き上げ時は２．２％に地方消費税も引き上げられる。引き上げ分の地方消費税交付金については、全額が人口により按分交付され、社会保障財源となる。

④地方税法第７２条の１１５。

⑤交付時期→６・９・１２・３月

①Ｈ３創設。Ｈ１２．３．３１廃止。

②市内飲食店・旅館等に係る都税３％の１／２が区市町村に交付されるが、廃止後、滞納分交付の可能性あり１７年度まで科目存置。

①自動車取得価格の５％（当分の間の税率で、本則は３％）を税源とし、取得税の６６．５／１００が道路延長と面積により按分交付される。

②地方税法第１４３条。

③交付時期→８・１２・３月

①Ｈ１１創設。税制改正に伴う地方税の恒久減税の実施により、地方税の代替的性格をもつものとして市税減収額の一部を補てんする目的で交付される。

②Ｈ１５→第１種交付金（恒久減税に伴う地方特例交付金）と第２種交付金（国庫補助負担金の見直しに伴う地方特例交付金）に区分された。

ⅰ第１種交付金（恒久減税に伴う交付金）・・・従来通り、市税減収見込額の３／４相当額からたばこ税の税源移譲による増収見込額を控除した額を交付。→残り、１／４は減税補てん債（赤字公債）で措置される。

ⅱ第２種交付金（国庫補助負担金の見直しに伴う交付金）・・・１５年度は、国庫補助負担金の見直しに伴う暫定措置として交付されることとなった。交付額は、見直される国庫補助負担金の対象事業のうち、引き続き

＊地方で実施する必要があるものに係る地方一般財源の所要額の１／２相当額を都道府県と区市町村に直近の国勢調査人口に基づき按分交付される。

→仮に国負担率1/2のものであれば、所要一般財源1/2であり、その1/2つまり1/4相当額が交付されると解される。

③Ｈ１６→第２種交付金は、国庫補助負担金の一般財源化による影響額のうち、国負担分（７／８相当額）を『所得譲与税』として税源移譲することにより廃止。

＊将来の税源移譲を念頭に置いた暫定措置であり、地方税の代替的性格を有するものであるところから、税収入と一定の相関関係にある「人口」を配分基準とする。

④Ｈ１８→減税補てん特例交付金と児童手当特例交付金に区分された。

ⅰ減税補てん交付金（Ｈ１１年度税制改正による恒久減税に伴う交付金）・・・従来通り、市税減収見込額の３／４相当額からたばこ税の税源移譲による増収見込額を控除した額を交付。→残り、１／４は減税補

↓ てん債（赤字公債）で措置。

特別交付金・・・減税補てん特例交付金は、平成11年度税制改正による恒久的な減税に係る市税の減収分を補てんする制度であったが、平成18年度税制改正より、定率減税は、所得税については平成18年分、個人住民税については、

　　　　　　　　　平成18年度分をもって廃止された。その経過措置として、平成21年度までの3か年にわたり各年度2,000億円を特別交付金として、交付されることとなった。よって特別交付金については平成22年度から廃止となる。

ⅱ児童手当特例交付金（児童手当支給対象年齢の「小学校３学年修了」から「小学校修了まで」への引き上げ及び対象児童の扶養者の所得制限を緩和する制度改正に伴う地方負担増に対応するために創設）

・・・交付金総額を各区市町村の児童手当対象児童数で按分交付。

⑤Ｈ１９→減税補てん特例交付金の廃止。ただし、暫定措置として特別交付金を平成２１年度まで創設。

⑥Ｈ２０→減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別控除分）の創設。国の税制改正により個人住民税が減収となるため、財政上の特別措置として国から交付される。国予算の2/5を都道府県、3/5を市町村へ交付。

⑦Ｈ２１～Ｈ２３→減収補てん特例交付金（自動車取得税交付金減収補てん分）の創設。平成21年度税制改正により、低燃費車・低公害車を対象とする税率軽減措置の実施に伴う減収を補てん。

　平成24年度以降も減税措置は継続されるが、その補てんは、平成24年度税制改正による個人住民税の増収により対応することになったため、本制度は平成23年度までで廃止。

⑧Ｈ２２～Ｈ２３→子ども手当制度の発足により、減収補てん特例交付金と児童手当及び子ども手当特例交付金に区分。平成24年度税制改正による個人住民税の増収により対応することになったため、本制度は平成23年度までで廃止。

⑨地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律

⑩交付時期→４・９月

①交付税総額の９４％→普通交付税、６％→特別交付税

②国税５税（所得税・酒税の３２％、法人税の３４％、消費税の２９．５％、たばこ税の２５％）を税源として、地方団体の財源不足を保障・補てんするために交付。

　　　昭和４１～平成１０年度３２％、平成１１年度３２．５％、平成１２～１８年度３５．８％

③普通交付税→基準財政需要額＞基準財政収入額の場合交付される。

＊国の三位一体改革の１つ交付税改革が進められているが、既に平成１３年度より基準財政需要額の一部について臨時財政対策債（赤字公債）への振替措置がとられている。

④特別交付税→普通交付税を補完するものとして普通交付税で捕捉されなかった特別の財政需要がある場合や算定後に災害等のため、需要の増または収入の減がある場合に交付。

⑤地方交付税法

⑥交付時期 普通交付税→４・６・９・１１月 ＊日野市は、平成１0年度までと平成１６～２１年度の６年間は、不交付団体となる。

特別交付税→１２・３月

①Ｓ４３創設。

②道路交通法の反則金の一定割合を事故発生件数、道路延長および人口割合により按分交付される。

③道路交通法附則第６条

④使途→交通安全対策特別交付金等に関する政令第１条に規定する『道路交通安全施設の施設及び管理に要する経費』に充当する。（信号機、道路標識、道路反射鏡、区画線の補修等）

⑤交付時期→９・３月

８．自動車取得税交付金

９．地方特例交付金

１０．地方交付税

１１．交通安全対策特別交付金

－３－

６．地方消費税交付金

７．特別地方消費税交付金



⇒平成17年度までで廃止。

①市町村の人件費を除く、経常経費の一般財源の不足を補う財源補完制度。〔東京都総務局行政部市町村課所管。「東京都市町村調整交付金交付要綱」〕

②算定→Ⅰ　ⅰ団体割５％・ⅱ財政状況割６０％・ⅲ行財政運営割１０％・ⅳ特殊財政割４０％・ⅴ減額項目割△１５％

　　　 →Ｈ１６年４月１日より配分割合変更（団体割５％、財政状況割６０％、行財政運営割【廃止】、特殊財政事情割５０％、減額項目割△１５％）⇒財政力指数の高い市は薄く、低い市は厚く（都の裁量枠分の拡大）。

＊ルール分と特殊財政事情割の配分割合　６　：　４　を　５　：　５　へ。

　　　　　　ⅱ　財政状況割・・・「基準財政需要額×全団体平均財政力指数（３ヵ年平均）/当該団体財政力指数（３ヵ年平均）×交付率」

→Ｈ１６年４月１日より算定方法変更「基準財政需要額×配分係数×交付率」 ＊配分係数を導入し傾斜配分を強化した算定を行う。

③交付時期→６・３月 ＊激変緩和のため、３年間の経過措置をとる。

④日野市における充当割合 常備消防 １／２ ＊東京都予算 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

ごみ・し尿 調整交付金 １９０億 ２１０億

教育 １／４→小学校７　：　中学校３ 振興交付金 ７０億 ７０億

総合交付金 ３１０億 ３４０億 ３８０億 ４２５億 ４３５億 ４４８億 ４５３億

⇒平成17年度までで廃止。 小計 ２６０億 ２８０億 ３１０億 ３４０億 ３８０億 ４２５億 ４３５億 ４４８億 ４５３億

①市町村の公共施設整備等に要する投資的経費の一般財源の不足を補う財源補完制度。 振興基金 １２９億 １２４億 １３４億 ４９億 ４４億 ４３億 ４０億 ３７億 ３５億

②配分→一定の基準により、各市町村の財政力および財政状況を考慮して配分される。 計 ３８９億 ４０４億 ４４４億 ３８９億 ４２４億 ４６８億 ４７５億 ４８５億 ４８８億

③交付時期→３月

①平成１８年４月１日創設。

②「市町村の自助努力と創意工夫を前提とした柔軟な財源補完制度への再構築」を目的として、従来の「調整交付金」・「振興交付金」・「多摩島しょ底力発揮事業交付金」を統合。

＊従来通り一般財源の補完をするものであるが投資・経常経費の区分を廃止。努力した市町村が報われる財政支援の仕組みを強化。

③交付金の構成

ⅰ財政状況割

ⅱ経営努力割

aまちづくり振興割 市町村の公共施設整備等への支援（財政状況や事業動向を勘案して配分）、1件査定

b地域特選事業枠

c特別事情割

④交付時期→６月（前年度交付額の１/３相当額）、３月

⇒平成1８年度までで廃止。

①赤字公債（一般財源）、特例債

②個人住民税等に係る減税に伴う地方公共団体の減収額を補てんするため、地財法第５条の特例として発行。恒久減税の影響額×１/４

③Ｈ６（地財法第３３条）、Ｈ７（地財法第３３条及び第３３条の２）、Ｈ８（地財法第３３条の２及び第３３条の３）、Ｈ１０（地財法第３３条の５）

　Ｈ１１～当分の間（地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第１３条）

①赤字公債（一般財源）、特例債

②従来、地方財源の不足に対処するため、財源不足の大半を交付税特別会計からの借入金で措置し、その償還を国と地方が折半して負担する措置が講ぜられて

　きた。平成１３年度地方財政対策において、国と地方の責任分担の明確化を図るため１３～１５年度に限り、地財法第５条の特例として発行することとされた。→平成１６～２２年度に延伸、更に２３～２５年度に延伸（地財法第３３条の５の２）

③臨時財政対策債の許可額は、基準財政需要額から地方債への振替相当額として、基準財政需要額の算出方法に準じた方法により算出した額を発行限度額とし、

　個々の地方団体の要望に基づき決定される。

＊普通地方交付税から臨時財政対策債への振替→平成１３～１４年度　単位費用の引下げ方式、平成１５～　基準財政需要額の総額からの振替相当額差引方式

④元利償還金相当額は、全額を後年度交付税の基準財政需要額に算入されることとなっている。

１５．減税補てん債

１６．臨時財政対策債

－４－

Ｂ振興支援分 ⅲ振興支援割 多摩島しょ地域の振興

旧振興交付金

特定地域振興対策（特定地域分、圏域分）、各団体独自の取組みに対し配分。1件査定 旧多摩島しょ底力発揮事業

個別特殊事情対策（災害・財政の激変や経営改善・広域連携の取組等に対し配分） 旧特殊財政事情

Ａ基盤強化分

財政規模や財政力等を勘案して配分。①団体割　②基準財政割 行政水準の均衡化、行財政運営の安定化 旧調整交付金

市町村の経営努力に応じて配分。①給与・定員管理適正化②徴税強化③歳出削減 自助努力の促進、自主・自立性の向上 旧調整交付金

＊ⅳ特殊財政事情割を除く配分項目は、算式に基づくルール分。ⅳ特殊財政事情割は、
各市の個別特殊財政事情を考慮し、各年度、別途定める額としている。

１／４→ごみ８　：　し尿２　（Ｈ１２までは７：３）

１３．東京都市町村振興交付金

１４．東京都市町村総合交付金

区分 内容 効果 備考

１２．東京都市町村調整交付金



○適債事業 五条債（地方財政法第５条に基づく） ○資金区分 財政融資資金

特例債（特例法に基づく） 旧資金運用部資金

郵貯資金

○公債（国債と地方債の総称） 建設公債 簡保資金

赤字公債 地方公共団体金融機構金融機構資金

東京都区市町村振興基金

○財源不足対策に係る地方債 ①赤字公債 減税補てん債 東京都区市町村保存樹地公有化資金

臨時財政対策債 （財）東京都区市町村振興協会

臨時税収補てん債 （社）全国市有物件災害共済会

退職手当債 市町村職員共済組合

銀行等

②建設公債 減収補てん債 特定資金 ＮＴＴ無利子貸付金

財源対策債

財政健全化債

臨時財政特例債

基金名 条例制定 条例上目標額 繰替運用 運営上目標額

①　財政調整基金 S54.12.25 取崩型 災害復旧、市債の繰上償還、不足財源の補てん 可 （３５億円）

②　減債基金 H16. 3.31 取崩型 市債の償還資金（繰上償還を含む） 可 （５億円）

③　公共施設建設基金 S51.10.7 特定目的基金（取崩型） 公共施設の建設資金 可 （５０億円）

④　環境緑化基金 S58. 4. 1 １０億円 特定目的基金（取崩型） 緑化推進、緑化保全の資金 可

⑤　職員退職手当基金 S51.3.29 特定目的基金（取崩型） 職員退職手当資金 可 （１５億円）

⑥　平和事業基金 S63. 4. 1 １億円 特定目的基金（果実運用型） 核廃絶、平和、国際交流事業 無

⑦　バリフリー事業推進基金 H12. 3.15 特定目的基金（取崩型） バリアフリー事業 無

⑧　市民体育施設整備基金 特定目的基金（取崩型） 旧総合体育館建設基金。体育館の建設、体育施設の整備 可 （１０億円）

⑨　学校施設整備基金 H14. 3.30 特定目的基金（取崩型） 小中学校施設の整備資金 可 （１０億円）

⑩　新選組関連資料収集基金 H1７. ３．２８ 特定目的基金（取崩型） 新選組関連の資料収集資金 可

⑪　ごみ処理関連施設及び周辺環境整備基金 H18.3.23、H24.12.25名称・目的変更 特定目的基金（取崩型） 旧ごみ処理施設整備基金。ごみ処理関連施設・周辺環境の整備 可 （２０億円）

⑫　土地区画整理事業基金 H12. 3.30 特定目的基金（取崩型） 土地区画整理事業 可

⑬　福祉あんしん基金 H21.6.17 特定目的基金（取崩型） 福祉政策の推進 可 （１億円）

⑭　国民健康保険高額療養費貸付基金 S53.12.27 １千万円 定額運用基金 国保法７条の２の高額療養費の負担に充てるべき資金の貸付 無

⑮　介護給付費準備基金 H12. 3.30 特定目的基金（取崩型） 介護保険財政の均衡保持 可

⑯　国民健康保険出産資金貸付基金 H13. 3.29 ５００万円 定額運用基金 出産資金の貸付（出産予定日前に貸付る） 無

⑰　病院整備基金 H19.9.29 特定目的基金（取崩型） 日野市立病院の施設整備及び医療機器整備に必要な財源を確保するため可

病院建設基金 H　2. 3.3１ 特定目的基金（取崩型）

尐子化対策事業基金 H11.12.22 特定目的基金（取崩型）

介護保険円滑導入基金 H12.3.15 特定目的基金（取崩型）

土地開発基金 S４６. 4. １３ 定額運用基金

国民年金印紙調達基金 S４７. ３. ３１ ５千万円 定額運用基金

介護従事者処遇改善臨時特例基金 H21. 3.27 特定目的基金（取崩型）

　★基金の年度末残高について基金には、出納整理期間がないため、年度末残高は各年度3月31日となる。

ただし、一般会計からみると出納整理期間にも歳入・歳出する場合があるため、予算・決算・決算統計での年度末残高は、各年度5月31日としている。

H11.12廃止

H14.9.30廃止

H24.3.31廃止

－５－

資　　　　　　料

１．起債

国（政府資金）

東京都

共済等
縁故債

２．日野市の基金

基金の性格 目的

Ｈ13.10.10、Ｈ18.3.30名称変更

H15.3.31廃止

H14.3.31廃止

H14.3.31廃止


